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本件のポイント：舟木木工所の組子細工が「島根県ふるさと伝統工芸品」に指定され、県知事からの指定書の

交付を受け、市長へ報告されます。 

内 容                                                                    

島根県では、郷土の自然と県民の暮らしの中で育まれ受け継がれてきた伝統工芸品を、 

昭和５６年より「島根県ふるさと伝統工芸品」として指定し、その振興を図っています。 

今回、雲南市の舟木木工所の舟木 清氏の工芸品「組子細工」が「島根県ふるさと伝統

工芸品」として指定され、３月５日に島根県知事より指定書の交付が行われます。 

この交付を受け、舟木氏が雲南市役所へ来庁され、市長へ指定の報告を行われます。 

●日 時： 令和 7 年３月５日（水）１６時３０分～ 

●場 所： 雲南市役所 3 階 応接室 

●出席者：・舟木木工所 代表 舟木 清（ふなき きよし）氏 

・雲南市長 石飛 厚志 

●次 第：認定書交付報告、写真撮影、懇談 

●企業の概要 

   ・所在地 雲南市加茂町三代 525 

   ・事業者 舟木木工所 代表 舟木 清氏（１９６１年創業） 

●事業概要  

県内の伝統工芸品の振興を図るために、昭和５６年に制定した「島根県ふるさと伝統工

芸品振興要綱」に基づき、島根県知事が指定するもの 

   

   

情 報 提 供 

令和 7 年 3 月 4 日(火) 

担 当 課 

（ 担 当 者 ） 

産業観光部商工振興課 

（金山 佳文） 
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開催日： ３／５ （水） 

舟木木工所の組子細工「島根県ふるさと伝統工芸品」の指定報告について 


